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個別注記表 

 
 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
重要な会計方針 
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 
２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・
子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則
として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）に
ついては定額法）を採用しております。 
また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建  物    ８年～50年 
そ の 他    ５年～20年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内に
おける利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
  外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
６．引当金の計上基準 
（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債
権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下
のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破
綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込
額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要
と認める額を計上しております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上
しております。 
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立
した資産監査部署が査定結果を監査しております。 
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保
証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して
おり、その金額は 28,320百万円であります。 

（２）退職給付引当金 
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当事業年度までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤
務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：発生時に全額を損益処理 
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 
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（３）役員退職慰労引当金 
役員退職慰労金について、平成16年６月29日をもって役員退職慰労金制度を廃止し、廃止時における内
規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。 

（４）睡眠預金払戻損失引当金 
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、
将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。  

（５）偶発損失引当金 
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上し
ております。 

７．ヘッジ会計の方法 
国債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジを適用しております。ヘッジ有効
性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる国債とヘッジ手段で
ある金利スワップ取引を特定し評価しております。 

８．消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。た
だし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

   
会計方針の変更 
（｢退職給付に関する会計基準｣ 等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下、「退職給付会計基準」
という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３
月26日。以下、「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指
針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法
を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割
引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した
年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方
法へ変更しております。 
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当
事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加
減しております。 
この結果、当事業年度の期首の繰延税金資産が303百万円増加し、前払年金費用及び利益剰余金が、そ
れぞれ、858百万円、555百万円減少しております。また、当事業年度の経常利益及び税引前当期純利益
はそれぞれ193百万円増加しております。 

(｢従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い｣ の適用) 
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号

   平成27年３月26日）を当事業年度より適用しております。 
当行は、当該実務対応報告第20項の経過的な取扱いに従い、従来採用していた方法により会計処理を行
っており、当該実務対応報告の適用による計算書類等への影響はありません。 

 
追加情報 
  当行は、当行グループ従業員に対する当行の中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与し、従

業員の経営参画意識を高めることで、業績向上につなげることを目的として「信託型従業員持株インセ
ンティブ・プラン」を導入しております。 

（１）取引の概要 
  紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会（以下、「持株会」という。）に加入するすべての従業員を

対象とするインセンティブ・プランであります。 
  当行が信託銀行に「紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）

を設定し、従持信託は、５年間にわたり持株会が取得する規模の当行株式を予め取得しました。その後、
従持信託から持株会に対して定時に時価で当行株式の譲渡が行われるとともに、信託終了時点で、従持
信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要
件を満たす従業員に分配されます。 

  また、当行は従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当行株価の下落に
より従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当
額の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。 

  なお、上記の従持信託の借入金については当事業年度において完済となり、当行による保証債務の履行
は発生しておりません。 

（２）「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 
30号 平成27年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行ってお
ります。 
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（３）信託が保有する自社の株式に関する事項 
  ① 信託における帳簿価額 
    前事業年度 181百万円 当事業年度 －百万円  
  ② 当該自社の株式を株主資本において自己株式として計上しているか否か 
    信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。 

③ 期末株式数及び期中平均株式数 
期末株式数   当事業年度 －千株 
期中平均株式数 当事業年度 51千株 

④ ③の株式数を１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めているか否か 
期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。 

 
注記事項 
（貸借対照表関係） 
１．関係会社の株式及び出資金総額      3,034百万円 
２．貸出金のうち、破綻先債権額は 2,167百万円、延滞債権額は 74,938百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元
本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を
行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政
令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じてい
る貸出金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している
貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 10,191百万円であります。 
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債
権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 87,297百万円
であります。 
なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公 
認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受
け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有
しておりますが、その額面金額は 25,308百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 
有価証券           236,368百万円 
その他の資産           286百万円 

担保資産に対応する債務 
預金             27,212百万円 
債券貸借取引受入担保金    116,614百万円 
借用金            24,864百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券 27,821百万円を差し入れております。 
また、その他の資産には、保証金敷金 1,230百万円が含まれております。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた 
場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを
約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、354,965百万円であります。このうち
原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が、340,716百万円ありま 
す。 
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの
が必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多
くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受
けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契
約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて
いる行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講
じております。 
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９. 株式会社和歌山銀行から継承した事業用の土地について、土地の再評価に関する法律（平成10年３月 
31日公布法律第34号）に基づき、再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当
額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差
額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成11年３月31日 
同法律第３条第３項に定める再評価の方法   

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める
「地価税法」に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等）合理的な
調整を行って算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事 
業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 △290百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 45,011百万円 
11．有形固定資産の圧縮記帳額  4,313百万円 
12．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 14,000

百万円が含まれております。 
13．社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。 
14．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当

行の保証債務の額は 11,740百万円であります。 
15．関係会社に対する金銭債権総額 7,717百万円 
16．関係会社に対する金銭債務総額 15,818百万円 
17．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわら
ず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を利益準備金として計上し
ております。 
当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、435百万円であります。 

 
（損益計算書関係） 
１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額 116百万円 
役務取引等に係る収益総額 157百万円 
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 95百万円 

関係会社との取引による費用 
資金調達取引に係る費用総額 2百万円 
役務取引等に係る費用総額 1,543百万円 
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 752百万円 

２．当事業年度において、当行は、以下の資産について、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額
に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 100百万円を減損損失として特
別損失に計上しております。 

地域      主な用途       種類             減損損失 
和歌山県内    営業店舗 2か所   土地、建物       50百万円 

遊休資産 5か所    土地、建物       45百万円 
    大阪府内    遊休資産 1か所   土地           4百万円 

合計                            100百万円 
当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小単位である営業店単位（ただし、連携して営業を
行っている営業店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行っており、遊休資産については各
資産単位でグルーピングしております。また、本部、事務センター、社宅・寮等については、独立した
キャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 
また、当事業年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、主として「不
動産鑑定評価基準」に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定しております。なお、重要
性が乏しい資産については、路線価等に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定しており
ます。 

３．関連当事者との取引 
（１）親会社及び法人主要株主等 

該当ありません。 
 
 
 
 
 



 

5 

（２）子会社及び関連会社等 

属性 
会社等の 
名称又は 
氏名 

議決権等
の所有 

（被所有）
割合 

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

子会社 阪和信用 
保証株式会社 

所有 
直接100%

当行の貸出
金の保証

貸出金の被保証 727,055 － －

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 
    阪和信用保証株式会社より、当行の住宅ローン等に対して保証を受けております。 
    なお、保証条件については、商品ごとに保証対象の住宅ローン等の信用リスク等を勘案し、決定し

ております。 
（３）兄弟会社等 

該当ありません。 
（４）役員及び個人主要株主等 

属性 
会社等の 
名称又は 
氏名 

議決権等
の所有 

（被所有）
割合 

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

役員及び 
その近親 

者 
西 洋 
（注２） 

被所有 
直接0.01%

資金貸借
資金の貸付 
（注１） － 貸出金 34 

役員及び 
その近親 
者が議決 
権の過半 
数を所有 
している 
会社等 

明楽ダンボール
工業株式会社 
（注３、４） 

被所有 
直接0.05%

資金貸借

 
 

資金の貸付 
（注１） 

 
貸付金の返済 

 
 

－  
 
 

25 

 
 

貸出金 

 
 

50

（注１）取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般取引先と同様であります。 
（注２）社外監査役増尾穰の近親者であります。 
（注３）執行役員明樂泰彦の近親者が議決権の過半数を所有している会社であります。 
（注４）貸出金の担保として不動産に根抵当権を設定しております。 

 
（株主資本等変動計算書関係） 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

                                                                                 （単位：千株） 
当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度 
末株式数 摘要 

自己株式   

普通株式 962  734 157 1,539  （注１，２）

合計 962  734 157 1,539   

（注１）当事業年度期首の自己株式数には、紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会専用信託（以下、「従
持信託」という。）が保有する当行株式が157千株含まれております。 

        なお、当事業年度末における当該株式はございません。 
（注２）普通株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得によるもの（731千株）及び単元未満株

式の買取によるもの（3千株）であり、減少は、単元未満株式の買増し請求によるもの（0千株）及
び従持信託が売却した当行株式によるもの（157千株）であります。 
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（有価証券関係） 
貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」並びに
「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成27年３月31日現在） 
 当事業年度の損益に含まれた

  評価差額（百万円）
売買目的有価証券 △0 

２．満期保有目的の債券（平成27年３月31日現在） 
 

種類 
貸借対照表
計上額 

（百万円）

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が貸借対照表 
計上額を超えるもの 

 国債 42,630 42,850  219
 その他 1,201 1,215  13 
   外国債券 1,201 1,215  13 

小計 43,832 44,065  233 
時価が貸借対照表
計上額を超えないもの 

 国債 89,837 89,478  △ 358 
小計 89,837 89,478  △ 358 

合計 133,669 133,544  △ 125 
３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成27年３月31日現在） 

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものは、該当ありません。 
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は、以
下の通りであります。 

 貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 2,961 
４．その他有価証券（平成27年３月31日現在） 

 
種類 

貸借対照表
計上額 

（百万円）

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 58,436         34,529         23,907
債券        664,183        652,217         11,965
  国債        328,924        323,191          5,732
  地方債        134,734        131,571          3,162
  社債        200,525        197,454          3,070
その他        314,182        294,768         19,413
  外国債券        246,554        239,357          7,197
  その他         67,627         55,411         12,215

小計      1,036,802        981,516         55,286

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

株式          2,800          3,360        △ 559
債券         86,913         87,536         △ 623
  国債     58,905      59,456     △ 550
  地方債         13,013         13,025          △ 11
  社債         14,994         15,055          △ 60
その他         21,014         21,545         △ 531
  外国債券         14,695         14,760          △ 65
  その他          6,318          6,784         △ 465

小計        110,728        112,442       △ 1,713
合計      1,147,530      1,093,958         53,572

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 
 貸借対照表計上額

（百万円）
株式 1,385 
その他 415 

合計 1,800 
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。 
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５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 
      該当ありません。 
６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

 売却額 
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 2,539 447 40  
債券 87,439 588 3  
国債 78,834 541 －  
地方債 1,835 35 －  
社債 6,769 11 3  

その他 64,859 561 704  
外国債券 53,907 316 19  
その他 10,952 244 685  

合計 154,837 1,596 748  
７．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価
証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認め
られないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度
の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。 
当事業年度における減損処理はありません。 
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価より30％超下落した場合と
しております。 
なお、時価が30％超下落した銘柄のうち、時価が50％超下落した銘柄についてはすべて、また、30％超
50％以下下落した銘柄について、株式等については発行会社の業績推移、市場価格の推移、市場環境の
動向等の内的・外的要因により、また、債券については発行会社の信用状態等により、時価が取得原価
まで回復する見込みがあると認められない銘柄について減損処理することとしております。 

 
（金銭の信託関係） 
１．運用目的の金銭の信託（平成27年３月31日現在） 

該当ありません。 
２．満期保有目的の金銭の信託（平成27年３月31日現在） 

該当ありません。 
３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成27年３月31日現在） 

該当ありません。    
  
（税効果会計関係） 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産 
貸倒引当金                14,156百万円 
有価証券償却                4,092  
退職給付引当金               3,606  
その他                   4,559 

繰延税金資産小計              26,413  
評価性引当額               △ 15,310 
繰延税金資産合計              11,103 
繰延税金負債 
その他有価証券評価差額金        △ 16,173  
その他                 △  1,464 

繰延税金負債合計             △ 17,638 
繰延税金負債の純額            △ 6,534百万円  

 
２．「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度か
ら法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計
算に使用する法定実効税率は従来の35.3％から、平成27年４月１日に開始する事業年度に解消が見込ま
れる一時差異については32.8％に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時
差異については32.0％となります。この税率変更により、繰延税金負債は777百万円、繰延ヘッジ損益
は19百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金は1,661百万円、法人税等調整額は864百万円そ
れぞれ増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債は13百万円減少し、土地再評価差額金は同
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額増加しております。 
（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 2,751円47銭 
１株当たりの当期純利益金額 171円 9銭 
（注）株主資本において自己株式として計上している紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会専用信

託が保有する当行株式は、１株当たりの当期純利益金額の算出上、期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式数に含めております。 
１株当たりの当期純利益金額の算出上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は51千株であり
ます。 
なお、当事業年度末における当該自己株式はございません。 
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連結注記表 

 
 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいて

おります。 

 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結される子会社及び子法人等    ６社 

会社名 

紀陽ビジネスサービス株式会社 

阪和信用保証株式会社 

紀陽リース・キャピタル株式会社 

株式会社紀陽カード 

株式会社紀陽カードディーシー 

紀陽情報システム株式会社 

 (2) 非連結の子会社及び子法人等 

会社名 

紀陽６次産業化投資事業有限責任組合 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余

金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲

から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が

乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

(2) 持分法適用の関連法人等 

該当ありません。 

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

会社名 

紀陽６次産業化投資事業有限責任組合 

(4) 持分法非適用の関連法人等 

会社名 

わかやま地域活性化投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利

益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いており

ます。 

 

３．のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、10年間の均等償却を行っております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他

有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法に

より算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による

原価法により行っております。 
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なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(4) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を

除く。）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ８年～50年 

その他  ５年～20年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主とし

て定率法により償却しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当

行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しておりま

す。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース

資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき

計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案し

て必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額をそれぞれ計上しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及

び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減

額しており、その金額は 30,214百万円であります。 

(6) 役員退職慰労引当金の計上基準 

当行は、役員退職慰労金について、平成16年６月29日をもって役員退職慰労金制度を廃止し、廃止

時における内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。 

(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。  

(8) 偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計

上しております。 

(9) 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理

方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：発生時に全額を損益処理 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度か
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ら損益処理 

なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算

に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し

ております。 

(10)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

(11)リース取引の処理方法 

（貸手側） 

リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号 平成19年３月30日）第81項に基づき、同会計基準適用初年度の前連結会計年度末における固

定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上して

おります。 

(12)収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

(13)重要なヘッジ会計の方法 

当行保有の国債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジを適用しておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる

国債とヘッジ手段である金利スワップ取引を特定し評価しております。 

(14)消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）

の会計処理は、主として税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費

税等は当連結会計年度の費用に計上しております。 

 

会計方針の変更 

（「退職給付に関する会計基準」等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下、「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月

26日。以下、「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第

67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法

を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割

引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年

数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法へ

変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当

連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。 

この結果、当連結会計年度の期首の繰延税金資産が 303百万円増加し、退職給付に係る資産及び利益剰

余金が、それぞれ、858百万円、555百万円減少しております。また、当連結会計年度の経常利益及び税

金等調整前当期純利益はそれぞれ 193百万円増加しております。 

 

（「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」の適用） 

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 

平成27年３月26日）を当連結会計年度より適用しております。 

当行は、当該実務対応報告第20項の経過的な取扱いに従い、従来採用していた方法により会計処理を行

っており、当該実務対応報告の適用による連結計算書類への影響はありません。 
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追加情報 
当行は、当行グループ従業員に対する当行の中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与し、従業
員の経営参画意識を高めることで、業績向上につなげることを目的として「信託型従業員持株インセンテ
ィブ・プラン」を導入しております。 
(1) 取引の概要 

紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会（以下、「持株会」という。）に加入するすべての従業員
を対象とするインセンティブ・プランであります。 
当行が信託銀行に「紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」とい
う。）を設定し、従持信託は、５年間にわたり持株会が取得する規模の当行株式を予め取得しました。
その後、従持信託から持株会に対して定時に時価で当行株式の譲渡が行われるとともに、信託終了時
点で、従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として
受益者適格要件を満たす従業員に分配されます。 
また、当行は従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当行株価の下落
により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損
相当額の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。 
なお、上記の従持信託の借入金については当連結会計年度において完済となり、当行による保証債務
の履行は発生しておりません。 

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30
号 平成27年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っており
ます。 

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項 
① 信託における帳簿価額 

前連結会計年度 181百万円、当連結会計年度 －百万円 
② 当該自社の株式を株主資本において自己株式として計上しているか否か 

信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。 
③ 期末株式数及び期中平均株式数 

期末株式数   当連結会計年度 －千株 
期中平均株式数 当連結会計年度 51千株 

④ ③の株式数を１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めているか否か 
期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりま
す。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は 1,852百万円、延滞債権額は 74,622百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償

却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40

年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生

じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延してい

る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 12,248百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻

先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 88,723百万円

であります。  

なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受

け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有

しておりますが、その額面金額は、25,308百万円であります。 
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６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券            236,368百万円 

その他資産           286百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                      27,212百万円 

債券貸借取引受入担保金   116,614百万円 

借用金           24,864百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券 27,821百万円を差し入れております。 

また、その他資産には、保証金敷金 1,310百万円が含まれております。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、373,569百万円であります。このうち

原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が 359,319百万円ありま

す。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるも

のではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由が

あるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約

極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ

て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に

基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

８．有形固定資産の減価償却累計額            45,559百万円 

９．有形固定資産の圧縮記帳額              4,313百万円 

10．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保

証債務の額は 11,740百万円であります。 
 
（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、貸出金償却 2,869百万円、貸出債権譲渡損 160百万円及び株式等償却 47

百万円を含んでおります。 

２. 当連結会計年度において、当行は、以下の資産について、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳

簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 90百万円を減損損失と

して特別損失に計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失 

和歌山県内 営業店舗 2か所 土地、建物  50百万円 

 遊休資産 5か所 土地、建物  28百万円 

大阪府内 遊休資産 1か所 土地 12百万円 

合計   90百万円 

当行は、減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小単位である営業店単位（ただし、連携して営業

を行っている営業店グループは当該グループ単位）でグルーピングを行っており、遊休資産について

は各資産単位でグルーピングしております。また、本部、事務センター、社宅・寮等については、独

立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 

連結される子会社及び子法人等については、主として各社を一つの単位としてグルーピングを行って

おります。 

また、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、主と

して「不動産鑑定評価基準」に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定しております。

なお、重要性が乏しい資産については、路線価等に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して

算定しております。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （単位：千株）

 
 当連結会計年度 

 期首株式数 

 当連結会計年度

 増加株式数 

 当連結会計年度

 減少株式数 

 当連結会計年度 

 末株式数 
摘要 

 発行済株式      
   普通株式        73,399            －            －        73,399 － 
     合計        73,399            －            －        73,399 － 
 自己株式      
   普通株式           962           734           157         1,539 （注１，２）
     合計           962           734           157         1,539 － 

（注１）当連結会計年度期首の自己株式数には、紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会専用信託

（以下、「従持信託」という。）が保有する当行株式が 157千株含まれております。 

（注２）自己株式における普通株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得によるもの（731

千株）及び単元未満株式の買取によるもの（3千株）であり、減少は、単元未満株式の買増し

請求によるもの（0千株）及び従持信託が売却した当行株式によるもの（157千株）でありま

す。 

２．配当に関する事項 

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当た 

り配当額 
基準日 効力発生日 

平成26年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 2,177百万円 30.00円 平成26年３月31日 平成26年６月30日 

（注）平成26年６月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、従持信託が保有する当行株式に対

する配当金 4百万円が含まれております。 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となる

もの 

平成27年６月26日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。 

①配当金の総額 

普通株式        2,515百万円 

②１株当たり配当額 

普通株式            35.00円 

③基準日    平成27年３月31日 

④効力発生日  平成27年６月29日 

なお、配当原資は、利益剰余金とする予定としております。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、預金業務、貸出業務等の銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務

等の金融サービスに係る事業を行っております。主たる業務である預金業務、貸出業務ならびに有

価証券運用等において、金利の変動リスクを有していることから、資産及び負債の総合的管理（Ａ

ＬＭ）を行うとともに、その一環として、デリバティブ取引を行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内のお取引先に対する貸出金であり、お取引先の

債務不履行による信用リスク及び金利の変動リスクに晒されております。また、有価証券は、主と

して債券、株式、投資信託等であり、満期保有目的、純投資目的、政策投資目的及び売買目的で保

有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、価格の変動リス

クに晒されております。 

主な金融負債である預金については、流動性リスクが存在するとともに、金融資産と同様に金利の

変動リスクに晒されております。 

デリバティブ取引に内在する主要なリスクは、金利、為替、株価等の市況変動に係る市場リスクと、

取引相手先の契約不履行などに係る信用リスクです。当行グループが利用しているデリバティブ取
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引は、大部分がリスクヘッジを目的としており、デリバティブ取引の市場リスクは、ヘッジ対象取

引の市場リスクとほぼ相殺されています。なお、ヘッジ会計を適用したヘッジ手段は、金利スワッ

プ等であり、ヘッジ対象は有価証券等であります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

「信用リスク管理規程」等各種規程類を制定し、信用リスク管理の基本方針や管理体制を定め、適

切な信用リスク管理を行うための態勢整備を行っております。具体的には、審査部門が与信先の財

務状況、資金使途、返済財源等を的確に把握し、与信案件のリスク特性に応じた適切な審査を行っ

ております。また、与信管理部門は、信用格付制度の整備・運用のほか、与信の集中リスク回避を

目的とした自主限度の設定・管理、信用リスクの定量的把握を行い、計測した信用リスク量につい

ては、統合的リスク管理の枠組みの中で、取締役会やリスク管理委員会にて報告・協議を行ってお

ります。 

②市場リスクの管理 

「市場リスク管理規程」等各種規程類を制定し、市場リスク管理の基本方針や管理体制を定め、適

切な市場リスク管理を行うための態勢整備を行っております。 

（ⅰ）金利リスクの管理 

金利リスク管理については、定期的に有価証券及び預貸金等の資産・負債全体についての金利リ

スク量を計測するとともに、金利ギャップ分析や金利感応度分析等を行い、ＡＬＭ戦略委員会及

びリスク管理委員会において報告・協議する体制としております。また、金利リスクを適切にコ

ントロールするため、金利リスク量に限度額を設定し、管理しております。 

（ⅱ）価格変動リスクの管理 

価格変動リスク管理については、金利リスク管理同様、リスク量の計測を行い、そのリスク量に

対する限度額を設定し、日々取得リスク量を管理しております。特に、純投資目的の有価証券に

ついては、リスク量管理に加え、取引限度額及び損失限度額を経営会議にて設定し、管理してお

ります。また、政策投資目的の株式については、残高削減等によるリスク量の軽減に努めており

ます。 

（ⅲ）為替リスクの管理 

外貨建資産・負債に係る為替の変動リスクを把握し、経営会議にて定めた限度額の範囲に収まる

ように管理するとともに、通貨スワップ等を利用し、リスクの軽減を図っております。 

（ⅳ）デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、ヘッジ目的での使用を基本としておりますが、限定的な範囲でデ

ィーリング取引も行っております。なお、取引の執行、ヘッジの有効性評価、事務管理に関する

部門については、それぞれ分離し、内部牽制を確立しております。 

（ⅴ）市場リスクに係る定量的情報 

当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、

「預け金」、「コールローン」、「買入金銭債権」、「有価証券」のうち債券及び投資信託等、「貸出

金」、「預金」、「債券貸借取引受入担保金」、「借用金」及び「社債」などが該当します。また、価

格変動リスクの影響を受ける金融商品は、「有価証券」のうち株式及び投資信託等が該当します。 

当行では、これらの金融資産及び金融負債につき、金利及び価格の変動による損益又は経済価値

への影響額を把握するために、バリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を算定し、内部管理に利用

しております。ＶａＲの算定は、分散共分散法（保有期間：リスク特性により３ヶ月から６ヶ月、

信頼区間：99％、観測期間：リスク特性により１年から５年）により行っており、当連結会計年

度末の金額は、金利リスクが 4,087百万円、価格変動リスクが 26,026百万円となっております。 

なお、算定したＶａＲと実際の損益変動を比較するなどバックテスティングを実施しており、使

用する計測モデルが十分に市場リスクを捕捉しているかについて確認を行っております。 

また、金利リスクのＶａＲの算定については、流動性預金のうちコア預金（明確な金利改定間隔

がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間滞留

することが見込まれる預金）について、調整を行っております。当該ＶａＲは、過去の相場変動

をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えら

れないほど市場環境が激変する状況下のリスクは捕捉できない可能性があります。 

③流動性リスクの管理 

「流動性リスク管理規程」等各種規程類を制定し、流動性リスク管理の基本方針や管理体制を定め、

適切な流動性リスク管理を行うための態勢整備を行っております。当行グループでは、安定した資

金繰り管理と、高い流動性準備の確保、及び流動性リスクが顕在化した場合に備えての予兆管理の
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徹底に努めております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な

る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注

２）参照）。また、重要性の乏しいものについては、記載を省略しております。 

 

（単位：百万円）

 
連結貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

(1) 現金預け金 

(2) 有価証券 

    満期保有目的の債券 

    その他有価証券 

(3) 貸出金 

      貸倒引当金（＊１） 

     253,855 

 

     133,669 

   1,147,242 

   2,660,393 

   △25,090 

     253,855 

 

     133,544 

   1,147,242 

        － 

 

      △125 

         － 

  2,635,303    2,647,539      12,236 

資産計    4,170,070    4,182,181      12,111 

(1) 預金 

(2) 譲渡性預金 

(3) 債券貸借取引受入担保金 

(4) 社債 

   3,726,920 

      98,307 

     116,614 

      20,000 

   3,726,920 

      98,307 

     116,614 

      20,264 

        △0 

         － 

         － 

        264 

負債計   3,961,842    3,962,107         264 

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

ヘッジ会計が適用されているもの 

 

       (604) 

        (648) 

 

        (604) 

        (648) 

 

         － 

         － 

デリバティブ取引計       (1,252)       (1,252)          － 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債

務となる項目については、（  ）で表示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。 

(2) 有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示さ

れた価格等によっております。投資信託は、取引所の価格、公表されている基準価格又は取引金融

機関から提示された価格によっております。自行保証付私募債については、(3)貸出金の時価算定方

法と同様の方法によっております。 

(3) 貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実

行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元

利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しておりま

す。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。 
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また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロ

ーの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時

価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に

近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないも

のについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似していると想定される

ため、当該帳簿価額を時価としております。 

負 債 

(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしており

ます。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引

いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用

いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としております。 

(3) 債券貸借取引受入担保金 

債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(4) 社債 

社債については、将来のキャッシュ・フローを同様の借入において想定される利率で割り引いて現

在価値を算定し、当該価額を時価としております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（通貨先物、通貨オプション、通

貨スワップ等）であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した

価額によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおり

であり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。 

 

（単位：百万円）
区   分 連結貸借対照表計上額 

 ① 非上場株式（＊１，２）                   1,464 

 ② 組合出資金（＊３）                     416 

合  計                   1,881 

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式について 47百万円減損処理を行っております。 

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められ

るもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（税効果会計関係） 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計

年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 35.3％から、平成27年４月１日に開始する連結会計年度

に解消が見込まれる一時差異等については 32.8％に、平成28年４月１日に開始する連結会計年度以降

に解消が見込まれる一時差異等については 32.0％となります。この税率変更により、繰延税金資産は 

85百万円、繰延税金負債は 1,233百万円、繰延ヘッジ損益は 19百万円それぞれ減少し、その他有価証

券評価差額金は 1,675百万円、退職給付に係る調整累計額は 442百万円、法人税等調整額は 955百万

円それぞれ増加しております。 
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（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額       2,953円31銭 

１株当たりの当期純利益金額          156円55銭 

（注）株主資本において自己株式として計上している紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会専用

信託が保有する当行株式は、１株当たりの当期純利益金額の算出上、期中平均株式数の計算に

おいて控除する自己株式数に含めております。 

１株当たりの当期純利益金額の算出上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は 51千株であ

ります。 

なお、当連結会計年度末における当該自己株式はございません。 


